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市町村地域福祉計画策定状況等の調査結果概要 

（平成２９年４月１日時点） 

 

【市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定状況について】 

○ 全１，７４１市町村（東京都特別区を含む、以下同じ）については、市町村地域福祉計画

を「策定済み」が１，２８９市町村（７４．０％）となり、前回調査と比較して７８市町村

（４．４ポイント）増加している。 

○ 市区部・町村部別の策定状況を見ると、市区部では、「策定済み」が８９．７％であるの

に対し町村部では６０．３％に留まっており、約１．５倍の差が生じている。 

○ 人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にあり、１００万人以上の自治体では策定

率１００％を達成しており、１０万人以上の自治体では策定率９０％を超えている。 

○ 計画の改定状況について、「改定済み」は８９０市町村（６９．０％）となり、前回調査

結果と比較して１１６市町村（５．１ポイント）増加している。 

○ 計画の期間については１，０００市町村（７７．６％）が「５年間」となっている。 

○ 進行管理については、計画を定期的に点検しているのは６８３市町村（５３．０％）

となっている。そのうち４６８市町村（６８．５％）が評価実施体制を構築している。

評価実施体制を構築している市町村のうち、８割以上が年１回以上評価委員会を開催し

ている。 

○ 「策定未定」３６１市町村のうち、２４６市町村（６８．１％）が「策定する方針はある

が、いつから取りかかるかは未定」としている。 

○ 未策定の理由は、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足しているため」が最も多く

２６９市町村（７４．５％）となっており、必要な支援策として２９０市町村 

（８０．３％）が「すでに策定した自治体のノウハウの提供」と回答している。 

○ 全４７都道府県については、８９．４％にあたる４２道府県が都道府県地域福祉支援計画

を「策定済み」であり、未策定５都県すべてが「策定予定」と回答している。 

 

【生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況について】 

○ 全１，７４１市町村のうち、生活困窮者自立支援方策を「地域福祉計画に盛り込んだ」と

回答したのは６８０市町村（３９．１％）である。「別の単独計画として策定した」１６市

町（０．９％）、「作業中である」１５４市町村（８．８％）を合わせると４８．８％になる。 

○ 全４７都道府県のうち、３１道府県（６６．０％）が「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」

「別の単独計画として策定した」「作業中である」と回答している一方で、１６府県（３４．

０％）が「予定はあるが作業を開始していない」「予定はない（未定）」と回答している。 

 

【都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況について】 

○ 都道府県間における市町村地域福祉計画の策定率について、１０府県が１００％を達成し

ている一方で３０％台に留まっているところもあり、約２．８倍の差が生じている。 

○ 「策定未定」の市町村がある３２都道県のうち、２７道県（８４．４％）が管内市町村へ

「策定の働きかけを行った（又は行う予定がある）」と回答している。  

資料１ 
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Ⅰ 市町村地域福祉計画策定状況等調査結果（平成２９年４月１日時点） 

  １ 策定状況 

   （１）市区部・町村部別の策定状況 

   （２）人口規模別の策定状況 

  ２ 内容 

  ３ 改定状況 

  ４ 期間および進行管理 

  ５ 地域福祉活動計画との関係 

  ６ 策定未定の市町村の策定方針および未策定の理由、策定のために必要な支援策 

  ７ 地域福祉計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

 

【調査の概要】 

 ○ 調査対象 １，７４１市町村 

 ○ 回答数  １，７４１市町村（回収率１００％） 

 ○ 調査時点 平成２９年４月１日現在 
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Ⅰ－１ 策定状況 

○ 全１，７４１市町村のうち、「策定済み」が１，２８９市町村（７４．０％）となり、

前回調査と比較して４．４ポイント増加した。 

 

Ⅰ－１－（１） 市区部・町村部別の策定状況 

○ 「策定済み」と回答した市町村の割合は、前回調査と比較して市区部は２．５ポイン

ト、町村部は６．２ポイント増加した。 

○ 一方、策定率を比較すると、市区部（８９．７％）と町村部（６０．３％）の間には

依然として約１．５倍の差が生じている。 

 

 

1,211 

（69.6％） 

1,289 

（74.0％） 

144 

（8.3％） 

91 

（5.2％） 

386 

（22.2％） 

361 

（20.7％） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（市町村数：1,741） 

平成２９年４月１日時点 

（市町村数：1,741） 

策定済み 策定予定 策定未定 

502 

（54.1％） 

558 

（60.3％） 

709 

（87.2％） 

731 

（89.7％） 

106 

（11.4％） 

70 

（7.5％） 

38 

（4.7％） 

22 

（2.7％） 

320 

（34.5％） 

299 

（32.3％） 

66 

（8.1％） 

62 

（7.6％） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（町村部：928） 

平成２９年４月１日時点 

（町村部：926） 

平成２８年３月３１日時点 

（市区部：813） 

平成２９年４月１日時点 

（市区部：815） 

策定済み 策定予定 策定未定 
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Ⅰ－１－（２） 人口規模別の策定状況 

○ 人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にある。 

○ 「１万人未満」の市町村の策定率が５割強であるのに対し、「５万人以上」の市町村は

概ね９割を超える策定率となっている。 

 

12 

（100％） 

22 

（91.7％） 

87 

（92.6％） 

145 

（94.2％） 

240 

（92.3％） 

510 

（74.3％） 

273 

（53.4％） 

1 

（4.2％） 

2 

（2.1％） 

4 

（2.6％） 

4 

（1.5％） 

48 

（7.0％） 

32 

（6.3％） 

1 

(4.2%) 

5 

（5.3％） 

5 

（3.2％） 

16 

（6.2％） 

128 

（18.7％） 

206 

（40.3％） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１００万人以上 

５０万人以上～１００万人未満 

２０万人以上～５０万人未満 

１０万人以上～２０万人未満 

５万人以上～１０万人未満 

１万以上～５万人未満 

１万人未満 

策定済み 策定予定 策定未定 
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１－２ 内容 

○ 地域福祉（支援）計画の策定ガイドラインで定めている項目のうち、「地域福祉に関す

る活動への住民参加の促進に関する事項」については、ほぼすべての市町村が計画に位

置づけている。 

○ ４項目すべてを計画に位置づけているのは９９５市町村（７７．２％）となっている。 

 

＜項目別策定内容＞                  策定済み１，２８９市町村の回答 

 

 

＜策定項目数＞                策定済み１，２８９市町村の回答 

 

 

 

 

 

  

1243 

(96.4%)  

1064 

(82.5%)  

1264 

(98.0%)  

1198 

(92.9%) 

0 1000 1100 1200 1300

①地域における福祉サービスの適切な利用

促進 

②地域における社会福祉を目的とする事業

の健全な発達に関する事項 

③地域福祉に関する活動への住民参加の促

進に関する事項 

④要援護者の支援方策に関する事項 

995  

(77.2%) 

230  

(17.8%) 

44  

(3.4%) 

10 

(0.8%) 

10 

(0.8%) 

４項目すべて ３項目 ２項目 １項目 項目なし 
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＜項目ごとの内容（詳細）＞          策定済み１，２８９市町村の回答 

 

 ※①～④は、P5のグラフの項目①～④と同じ。 

  

753 

(58.4%) 

346 

(26.8%) 

1182 

(91.7%) 

989 

(76.7%) 

625 

(48.5%) 

755 

(58.6%) 

983 

(76.3%) 

460 

(35.7%) 

1013 

(78.6%) 

1089 

(84.5%) 

1059 

(82.2%) 

837 

(64.9%) 

997 

(77.3%) 

979 

(76.0%) 
739 

(57.3%) 

1057 

(82.0%) 

961 

(74.6%) 

1035 

(80.3%) 

895 

(69.4%) 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

地域の生活課題に関する調査、必要とされる

サービス量の調査、提供されているサービ… 

福祉サービス確保の緊急性や目標量の設定 

福祉サービスを必要とする地域住民に対する

相談支援体制の整備 

要援護者が必要なサービスを利用することが

できるための仕組みの確立 

サービスの評価やサービス内容の開示等によ

る利用者の適切なサービス選択の確保 

サービス利用に結びついていない要支援者へ

の対応 

権利擁護事業、苦情解決制度など適切なサー

ビス利用を支援する仕組み等の整備 

民間の新規事業の開発やコーディネート機能

への支援 

福祉、保健、医療と生活に関する他分野との

連携方策 

活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術

の習得、活動拠点に関する支援 

地域住民の自主的な活動と公共的サービスの

連携 

地域住民、サービス利用者の自立 

地域の福祉の在り方について住民等の理解と

関心を深めることによる主体的な生活者、… 

住民等の交流会、勉強会等の開催 

地域福祉活動専門員、社会福祉従事者等によ

る地域組織化機能の発揮 

要援護者の把握に関する事項 

要援護者情報の共有に関する事項 

日常的な見守り活動や助け合い活動の進行方

策 

緊急対応に備えた役割分担と連携体制づくり 

① 

② 

③ 

④ 
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Ⅰ－３ 改定状況 

（地域福祉計画に係る社会福祉法の規定が施行された平成１５年４月以降の改定状況） 

○ 「改定済み」の回答は８９０市町村（６９．０％）となり、前回調査と比較して 

５．１ポイント増加した。 

○ 「改定済み」のうち、約５割の市町村において改定回数が「１回」となっている。 

 

 策定済み１，２８９市町村の改定状況 

 

＜改定回数＞ 

改定済み８９０市町村の回答      

 

774 

（63.9％）  

890 

（69.0％）  

341 

（28.2％） 

316 

（24.5％）  

96 

（7.9％）  

83 

（6.4％）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（策定済み１，２１１市町村） 

平成２９年４月１日時点 

（策定済み１，２８９市町村） 

改定済み 改定予定 未改定 

465 

（52.2％） 
326 

（36.6％） 

87 

（9.8％） 

12 

(1.3％)  

1回 2回 3回以上 無回答 
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１－４ 期間および進行管理 

○ 計画の期間については１，０００市町村（７７．６％）が「５年間」となっている。 

○ 進行管理については、計画を定期的に点検しているのは６８３市町村（５３．０％）

となっている。そのうち４６８市町村（６８．５％）が評価実施体制を構築している。

評価実施体制を構築している市町村のうち、８割以上が年１回以上評価委員会を開催し

ている。 

 

＜計画の期間＞          策定済み１，２８９市町村の回答 

 

 

＜進行管理＞           策定済み１，２８９市町村の回答 

 

 

 

 

4  

(0.3%) 
42  

(3.3%) 
27  

(2.1%) 

1000  

(77.6%) 

123  

(9.5%) 

70  

(5.4%) 

22  

(1.7%) 

1  

(0.1%) 

３年未満 ３年 
４年 ５年 
６年以上１０年未満 １０年以上 
定めなし 無回答 

683 

（53.0％） 

605 

（46.9％） 

1 

（0.1％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に点検している 点検していない 無回答 
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＜評価体制＞           定期的に点検している６８３市町村の回答（複数回答） 

 

 

＜評価委員会の開催回数＞  評価実施体制を構築している４６８市町村の回答 

 

 

  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

評価実施体制を構築している 

計画に評価方法を明記している 

外部評価情報を、評価実施の参考にし

ている 

特に進行管理や評価体制のしくみを構

築していない 

その他 
70 

(10.2%) 

77 

(11.3%) 

215 

(31.5%) 

468 

(68.5%) 

11 

(1.6%) 

93 

(19.9%)  

266 

(56.8%)  

77 

(16.5%)  

27 

(5.8%)  

5 

(1.1%)  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年に１回未満（又は改定時） １年に１回 
１年に２回 １年に３回以上 
その他 
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Ⅰ－５ 地域福祉活動計画との関係 

○ 地域福祉計画を策定している１，２８９市町村のうち、「連動させて策定している」の

は６５１市町村（５０．５％）となっている。 

○ 「一体的に策定している」「課題は把握、ニーズ調査は一体的に行っている」「連動さ

せて策定している（整合性を図っている）」のいずれか１つを回答したのは９７２市町村

（７５．４％）となっている。 

 

策定済み１，２８９市町村の回答（複数回答） 

 
  

479 

(37.2%) 

242 

(18.8%) 

651 

(50.5%) 

110 

(8.5%) 

132 

(10.2%) 

43 

(3.3%) 

39 

(3.0%) 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

一体的に策定している 

課題把握、ニーズ調査は一体的に行っている 

連動させて策定している（整合性を図ってい

る） 

上記項目のいずれか１つを回答 

特に関連、連動等させていない 

地域福祉活動計画は策定されていない 

その他 

無回答 

972 

(75.4%) 
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Ⅰ－６ 策定未定の市町村の策定方針および未策定の理由、策定のために必要な支援策 

○ 「策定未定」の３６１市町村のうち、２４６市町村（６８．２％）が「策定方針はあ

るが、いつから取りかかるかは未定」と回答している。 

○ 未策定の理由は、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足しているため」が最も多く

２６９市町村（７４．５％）となっており、必要な支援策として２９０市町村 

（８０．３％）が「すでに策定した自治体のノウハウの提供」と回答している。 

○ 未策定の理由として、他の計画で同様の内容を定めていると回答した市町村の約８割

が総合計画、もしくは高齢や障害、児童等の各種福祉計画に位置づけていると回答して

いる。 

＜計画の策定方針＞           策定未定３６１市町村の回答 

 

＜未策定の理由＞       策定未定３６１市町村の回答（複数回答） 

 

92 

（25.5%） 

154 

（42.7%） 

109 

(30.2%) 

6 

(1.7%) 

従来から策定する方針はあるが、いつから取りかかるかは未定 

努力義務化されたことを踏まえ策定する方針はあるが、いつから取りかかるか

は未定 
努力義務化されたが策定する方針はない 

無回答 

269 

(74.5%) 

145 

(40.2%) 

43 

(11.9%) 

58 

(16.1%) 

40 

(11.1%) 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計画策定に係る人材やノウハウ等が不

足しているため 

策定が必須ではない（改正後も努力義

務に留まる）ため 

策定の必要性が感じられないため 

他の計画で地域福祉計画と同様の内容

を定めている（又は対応予定の）ため 

その他 
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    ※（ ）内は類似する回答数 

  

「他の計画で地域福祉計画と同様の内容を定めている」場合の主な回答 

 総合計画の中に盛り込んでいる。（17） 

 高齢者保健福祉計画、障害者計画・福祉計画、子ども・子育て支援事業計

画等の計画に盛り込んでいる。（13） 

 上記計画のほか、教育振興基本計画、生涯学習推進計画、健康増進計画、

地域防災計画等にも盛り込んでいる。（4） 

「その他」の主な回答 

 策定に要するマンパワー不足。（12） 

 各種福祉計画を策定し対応しているため、地域福祉計画策定の必要性を感

じない。（5） 

 他の福祉計画の策定・見直しを優先している。（4） 

 専門知識の不足。（3） 

 総合計画に盛り込むことを想定している。（2） 

 今後策定に向けた協議を行う予定（または検討中）。（2） 

 震災後の状況が落ち着いたら策定について検討する予定。（2） 

 震災後、避難指示が解除されたばかりであり、計画策定は困難。（2） 

 策定の方針が検討できていないため。 

 関係機関から策定希望の声は上がっているものの、行政機関トップレベル

が必要性をあまり感じていないため、県から助言（指導）をしていただき

たい。 

 高齢者、子ども、障害など計画年数（３年、５年）が異なることも、地域

福祉計画策定するにあたっての課題になっている。 

 他の優先すべき業務があり、地域福祉計画の策定が義務づけられていない

中、他の業務が優先であるため、人的・財政的な支援等がなければ困難。 

 生活困窮者自立支援、各種虐待、国保制度、自殺予防、生活習慣病対策等

目まぐるしく変化する社会保障、福祉政策に対する対応には、長期的計画

を策定することによるデメリット、スピード、ニーズに対応できない可能

性を感じている。 

 介護保険事業計画においても地域のニーズを調査・把握している。 

 市町村合併協議中であり、協議の状況により策定について検討する予定。 

 策定の予算がつかない。 
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＜必要な支援策＞        策定未定３６１市町村の回答（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は類似する回答数 

 

  

290 

(80.3%) 

119 

(33.0%) 

127 

(35.2%) 

84 

(23.3%) 

31 

(8.6%) 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

既に策定した自治体のノウハウの提

供 

既に策定した自治体に相談し、直接

助言を受けられるような体制の整備 

既に策定した自治体の事例報告会な

どの場の提供 

地域福祉計画に関する専門家の紹介 

その他 

「その他」の主な回答 

 策定のための財政支援（人員配置、業務委託等）。（6） 

 人的支援（計画策定支援コーディネーター等の派遣）。（4） 

 標準フォーマットの提供。 

 計画に盛り込むべき福祉分野の共通事項の明示。 
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Ⅰ－７ 地域福祉計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

○ 全１，７４１市町村のうち、６８０市町村（３９．１％）が生活困窮者自立支援方策

を「地域福祉計画へ盛り込んだ」と回答しており、前回調査と比較して１５．８ポイン

ト増加した。 

○ 「別の単独計画として策定した」１６市町（０．９％）、「作業中である」１５４市町

村（８．８％）を合わせると４８．８％になる。 

○ 地域福祉計画の策定状況と同様に、生活困窮者自立支援施策の位置づけについても、

市区部（５３．５％）と町村部（２６．３％）の間で差が生じている。 

全国１，７４１市町村の回答 

 
＜市区部・町村部別＞ 

 

405 

（23.3％） 

680 

（39.1％） 

21 

（1.2％） 

16 

（0.9％） 

176 

（10.1％） 

154 

（8.8％） 

559 

（32.1％） 

351 

（20.2％） 

580 

（33.3％） 

463 

（26.6％） 

77 

（4.4％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（市町村数：1,741） 

平成２９年４月１日時点 

（市町村数：1,741） 

地域福祉計画へ盛り込んだ 
地域福祉計画とは別の単独計画として策定した 
作業中である 
予定はあるが、作業を開始していない 
予定はない（未定）あるいは地域福祉計画を策定していない 
無回答 

148 

（15.9％） 

244 

（26.3％） 

258 

（31.7％） 

436 

（53.5％） 

2 

（0.2％） 

1 

（0.1％） 

19 

（2.3％） 

15 

（1.8％） 

59 

（6.4％） 

48 

（5.2％） 

116 

（14.3％） 

106 

（13.0％） 

265 

（28.6％） 

210 

（22.7％） 

294 

（36.2％） 

141 

（17.3％） 

454 

（48.9％） 

363 

（39.2％） 

126 

（15.5％） 

100 

（12.3％） 

60 

(6.5％) 

17 

(2.1%)  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（町村部：928） 

平成２９年４月１日時点 

（町村部：926） 

平成２８年３月３１日時点 

（市区部：813） 

平成２９年４月１日時点 

（市区部：815） 
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Ⅱ．都道府県地域福祉支援計画策定状況等調査結果（平成２９年４月１日時点） 

  １ 策定状況 

  ２ 内容 

  ３ 改定状況 

  ４ 期間および進行管理 

  ５ 策定未定の都道府県の策定方針および未策定の理由 

  ６ 地域福祉支援計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

  ７ 都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

８ 市町村地域福祉計画の策定の推進及び支援状況 

 

 

【調査の概要】 

○ 調査対象 ４７都道府県 

○ 回答数  ４７都道府県（回答率１００％） 

○ 調査時点 平成２９年４月１日現在 
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Ⅱ－１ 策定状況 

○ 「策定済み」は４２道府県（８９．４％）で、前回調査と変わっていない。 

○ 「策定予定」が増え、「策定未定（策定する方針がまったくない）」がなくなっている。 

４７都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 

（89.4％） 

42 

（89.4％） 

2 

（4.3％） 

3 

（6.4％） 

3 

（6.4％） 

2 

（4.3％） 0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２８年３月３１日時点 

（４７都道府県） 

平成２９年４月１日時点 

（４７都道府県） 

平成29年度までに策定が終わっている 

平成30年度以降に策定予定（策定時期が決まっている） 

策定予定（時期は未定だが策定方針はある） 

策定未定（策定する方針がまったくない） 
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Ⅱ－２ 内容 

○ 地域福祉（支援）計画の策定ガイドラインで定めている項目のうち、「社会福祉を目的

とする事業に従事する者の確保又は資質の向上」については、策定済みのほぼすべての

道府県が計画に位置づけている。 

策定済み４２道府県の回答 

 
 ①市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

 ②社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

 ③福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤

整備に関する事項 

 

 

  

41 

(97.6%) 

22 

(52.4%) 

32 

(76.2%) 

39 

(92.9%) 

40 

(95.2%) 

25 

(59.5%) 

37 

(88.1%) 

32 

(76.2%) 

38 

(90.5%) 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

市町村に対する支援 

市町村が実施する広域事業に対する支援 

都道府県内の福祉サービスに関する情報の収

集及び提供システムの構築 

社会福祉に従事する者を確保するための養成

研修 

社会福祉に従事する者の知識・技術向上のた

めの研修 

社会福祉法人、非営利組織、民間事業者等へ

の経営指導方策 

サービスの質の評価等の実施方策 

広域的事業及び専門性が高い事業の情報提供

及び相談体制の確保 

権利擁護や苦情解決制度等の実施体制の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 

③ 
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Ⅱ－３ 改定状況 

○ 「改定済み」と回答した道府県が約８割となり、その半数が改定回数を「２回」と回

答している。 

 

（１）改定状況                      策定済み４２道府県の回答 

 

（２）改定回数                      策定済み４２道府県の回答 

 

 

 

 

  

33 

（78.6％） 

34 

（81.0％） 

4 

（9.5％） 

6 

（14.3％） 

5 

（11.9％） 

2 

（4.8％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成２８年３月３１日時点 

平成２９年４月１日時点 

改定済み 改定予定 未改定 

11 

（32.4％） 

19 

（55.9％） 

4 

（12.1％） 

1回 2回 3回以上 
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Ⅱ－４ 期間および進行管理 

○ 計画の期間については、２８道府県（５９．６％）が「５年間」となっている。 

○ 進行管理については、計画を定期的に点検しているのは３４道府県（７０．２％）と

なっており、そのうち２１道府県（６１．８％）が評価実施体制を構築している。評価

実施体制を構築している道府県のうち、７割以上が年１回以上評価委員会を開催してい

る。 

 

＜計画の期間＞              策定済み４２道府県の回答 

 

 

＜進行管理＞                       ４７都道府県の回答 

 

  

0  

(0%) 
2  

(4.3%) 
5  

(10.6%) 

28  

(59.6%) 

3  

(6.4%) 

1  

(2.1%) 

8  

(17.0%) 

３年未満 ３年 

４年 ５年 

６年以上１０年未満 １０年以上 

定めなし 

34 

（70.2％） 

8 

（17.0％） 

5 

（10.6％） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に点検している 点検していない 未策定 
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＜評価体制＞               策定済み４２道府県の回答（複数回答） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価委員会の開催回数＞ 評価実施体制を構築している２１府県の回答 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

評価実施体制を構築している 

計画に評価方法を明記している 

外部評価情報を、評価実施の参考

にしている 

特に進行管理や評価体制のしくみ

を構築していない 

その他 5 

(14.7%) 

4 

(11.8%) 

15 

(44.1%) 

21 

(61.8%) 

1 

(2.9%) 

5 

(23.8%) 

12 

(57.1%) 

2 

(9.5%) 

1 

(4.8%) 

1 

(4.8%) 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１年に１回未満（又は改定時） 
１年に１回 
１年に２回 
１年に３回以上 
その他 

「その他」の回答 

 計画の進捗状況などについて社会福祉審議会に定期的に報告を

行っている。 

 主要項目については数値目標等を設定し、毎年度達成状況につい

てのモニタリングを実施している。 

 改訂時に評価予定。 

 目標値の進捗状況の確認。 

 現計画期間中において、見直しは実施していないが、状況の変化

に応じて見直すこととしている。 
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Ⅱ－６ 地域福祉支援計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

○ 全４７都道府県の約６割が生活困窮者自立支援方策を「地域福祉支援計画へ盛り込ん

だ」と回答している。 

○ 一方で、１６府県（３４．０％）が「予定はあるが作業を開始していない」「予定はな

い（未定）」と回答している。 

４７都道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

（59.6％） 

22 

（46.8％） 

1 

（2.1％） 

1 

（2.1％） 

2 

（4.3％） 

6 

（12.8％） 

9 

（19.1％） 

11 

（23.4％） 

7 

（14.9％） 

7 

（14.9％） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２８年３月３１日時点 

平成２９年４月１日時点 

地域福祉支援計画へ盛り込んだ 
地域福祉支援計画とは別の単独計画として策定した 
作業中である 
予定はあるが作業を開始していない 
予定はない（未定）又は地域福祉支援計画を策定していない 
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Ⅱ－７ 都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

○ 市町村地域福祉計画の都道府県間における策定状況には、最大約２．８倍の差が生じ

ている。 

４７都道府県の状況 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

石
川
県 

福
井
県 

岐
阜
県 

静
岡
県 

京
都
府 

大
阪
府 

高
知
県 

佐
賀
県 

熊
本
県 

宮
崎
県 

茨
城
県 

福
岡
県 

山
梨
県 

埼
玉
県 

島
根
県 

大
分
県 

神
奈
川
県 

滋
賀
県 

山
口
県 

香
川
県 

栃
木
県 

東
京
都 

和
歌
山
県 

岩
手
県 

山
形
県 

富
山
県 

兵
庫
県 

鳥
取
県 

長
崎
県 

愛
知
県 

新
潟
県 

徳
島
県 

広
島
県 

群
馬
県 

青
森
県 

千
葉
県 

三
重
県 

岡
山
県 

宮
城
県 

沖
縄
県 

秋
田
県 

福
島
県 

北
海
道 

愛
媛
県 

長
野
県 

鹿
児
島
県 

奈
良
県 

策定済み 策定予定 策定未定 
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Ⅱ－８ 市町村地域福祉計画の策定の推進及び支援状況 

（１）管内市町村の地域福祉計画策定率１００％達成目標年度 

○ 管内市町村地域福祉計画の策定推進に向け、１０府県が「平成２８年度までに１００％

達成済み」となっている。１４道県が「目標年度の定めあり」としており、具体的な数

値目標で最も多い回答は「平成２９年度中に策定率１００％」である。 

○ 一方で、５割弱が「目標年度を定めていない」と回答している。 

４７都道府県の回答 

 

※策定率１００％となっているのは、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、京都府、大阪府、

高知県、佐賀県、熊本県、宮崎県の１０府県（平成２９年４月１日現在） 

 

＜内訳＞ 

平成 28年度までに 100％達成済み 10 

平成 29年度中に策定率 100％ 5 

平成 30年度中に策定率 100％ 3 

平成 31年度中に策定率 100％ 3 

平成 32年度以降に策定率 100％ 

（明確な目標年度あり） 
3 

目標年度を定めていない 23 

 

 

  

10 

(21.3%) 

14 

(29.8%) 

23 

(48.9%) 

平成28年度までに１００％達成済み 

目標年度の定めあり 

目標年度を定めていない 
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（２）管内市町村に対する助言・支援の実施状況 

○ 「市町村地域福祉計画の策定について」（平成１９年８月１０日付社会・援護局通知） 

を受けて、「策定未定」の市町村がある３２都道県のうち、２７道県（８４．４％）が管

内市町村へ「策定の働きかけを行った（又は行う予定がある）」と回答している。 

３２都道県の回答 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）内は類似する回答数 

27 

(84.4%) 

5 

(15.6%) 

働きかけを行った（又は行う予定がある） 

働きかけを行っていない（予定もない） 

具体的な働きかけの主な内容 

 市町村担当課長会議等での働きかけ。（12） 

 未策定市町村への策定に向けた働きかけ（連絡会議等の開催、直接訪問し指

導・助言）。（6） 

 既策定市町村計画の情報提供。（5） 

 改正社会福祉法の周知。（3） 

 ヒアリングの実施。（3） 

 計画策定に向けた研修会等の開催。（3） 

 通知文書等により策定を働きかける。（2） 

 計画策定が補助要件とされている国庫補助事業の周知等。 

 地域力強化検討会等の情報提供。 

 ガイドラインを策定し、市町村に掲示し、助言している。 

 県が大学と連携して地域福祉に関する住民ニーズ調査（生活課題実態調査）

を実施。「経済面」「心身の健康面」「社会関係面」の３つの要素からなるニー

ズ調査票を設計、全県調査を行い、地域間比較等の調査分析を通じた地域福

祉に関する基礎資料を作成し、市町村に配布。また、ニーズ調査を踏まえた

地域づくりのモデル的な実践についても、大学や市町村、社会福祉協議会等

と連携して支援する取り組みを実施。 

 財政的支援。 


